
「令和３年度　ESAT-J より抜粋」
※著作権法で許容される範囲を超えて、掲載内容を無断でコピー、転載するなどの行為は
　違法であり、これを固く禁じます。



特別措置を希望する場合は、受験申込の前に措置申請を
行います。 詳しくは、５月中旬に東京都教育委員会ホーム
ページに掲載します。


